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令和 5年 12月 26日 
 

明日、ダイハツ京都工場稼働停止に係る相談窓口を開設 
～本日、商工労働観光部内に緊急対策チームを設置～ 

 
 京都府では、ダイハツ工業㈱の京都（大山崎）工場の稼働停止に伴い、関係機関

と連携し、明日から特別経営相談窓口（企業向け）を開設します。あわせて、本日、

緊急対策チームを設置し情報収集に努めることとしますのでお知らせします。 

 

１ ダイハツ関連特別経営相談窓口（企業向け）の開設 

(1)  開設期間 

   令和５年 12月 27日（水）から当面の間 

 ※年末年始（12月 29日（金）から１月３日（水））を除く。 

（2） 開設場所 

 団体・機関 開設場所（所在地） 電話番号 受付時間 

 

(公財)京都産

業２１  

 

 

お客様相談室 

京都市下京区中堂寺南町 134 

  京都府産業支援センター  

075-315-8660 土・日・祝日を除く 

平日 8時 30分～ 

17時 15分 北部支援センター 

京丹後市峰山町荒山 225 
0772-69-3675 

京都府商工会 

連合会 

経営支援課 

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78

京都経済センター３階 

075-205-5418 

土・日・祝日を除く 

平日 8時 30分～ 

17時 15分 

京都府中小企

業団体中央会 

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78

京都経済センター３階 
075-708-3701 土・日・祝日を除く 

平日 8時 45分～ 

17時 15分 
北部事務所 

舞鶴市字喜多 1105-1 舞鶴 21ビル５階  
0773-76-0759 

※この他、府内の各商工会議所及び商工会においても受け付ける。 

 

２ 緊急対策チームの設置 

・設置日：令和５年 12月 26日（火） 

・体 制：山下副知事（リーダー）、乙訓調整監、労働政策室、産業労働総務課、 

     中小企業総合支援課、ものづくり振興課、産業立地課、雇用推進課及び 

     （公財）京都産業２１ 

 

 

【本報道発表に関するお問合せ】 

（相談窓口について） 

 商工労働観光部中小企業総合支援課 課長 浅利 TEL 075-414-4816 

        ものづくり振興課  課長 足利 TEL 075-414-4846 

（全般について） 

        産業労働総務課   課長 芝田 TEL 075-414-4815 

 

    

 


